
浦添市　財務会計システム再構築事業 
仕様書

1. 調達案件の概要
1.1 調達の目的
本業務は、本市の財務会計業務における「独自カスタマイズによる複雑化」と「システム間の分断」を解消し、パッケージ標準機能を活用した業務再定義（BPR）を推進することを目的とする。
電子決裁の全面導入によりペーパーレス化を図るとともに、クラウド（LGWAN-ASP）活用により運用負荷の低減とセキュリティの強化を実現する。
1.2 実施スケジュール（予定）
· 構築開始：令和9年4月
· 令和9年度予算編成機能稼働：令和9年11月（予定）
· 全機能本番稼働：令和10年4月
※上記日程は若干変動する可能性もあるため、受託者は、本市の指示に従い、稼働時期を柔軟に設定できるよう配慮すること。
1.3 担当課・連絡先
· 住所：浦添市安波茶1-1-1 財政課
· 電話：直通098-876-1202 担当：○○○
· メール：zaisei@city.urasoe.lg.jp


2. システム更新の基本方針（BPR・設計思想）
2.1 Fit to Standard（標準機能の最大活用）
原則として個別カスタマイズは行わない。現行の運用とパッケージ標準機能に乖離がある場合は、システム側に合わせて業務フローを改善することを基本とする。
条例や規則で定められた帳票形式等についても、必要に応じて条例改正やシステム外（Excel等）での対応を検討し、標準機能の維持を最優先し、法改正への迅速な対応と運用コストの最適化を図ること。
2.2 クラウド（LGWAN-ASP）方式の採用
サーバー等の資産を本市で保有しないSaaS/ASP方式を第一優先とする。法改正、税制改正その他の制度変更に迅速に対応できる構成とする。
2.3 業務の統合と一気通貫フローの実現
文書管理システム等で行っていた執行伺い～契約締結伺いを財務会計システムへ統合し、予算編成から執行、支出命令までを同一システム上で完結させることで、執行管理の効率化を図る。
2.4 段階的なペーパーレス化
電子決裁を導入し、紙伝票の出力と押印リレーを廃止する。証拠書類については、当面は電子決裁と紙原本保管を併用するが、将来的な完全電子化を見据え、電子帳簿保存法等に対応可能な拡張性を有すること。

3. システム機能要件
3.1 適用業務範囲
以下の機能を標準機能として備えていること。
· 予算編成、執行管理、決算管理、統計、契約管理、起債管理
· 旅費管理、源泉徴収管理、法定調書、備品管理、基金管理、電子決裁
3.2 電子決裁・ワークフロー
· 職制に応じた柔軟な承認ルート（合議、代決を含む）の設定が可能であること。
· 決裁案件に対し、請求書等のエビデンスデータを添付して回覧できること。
· 決裁完了後、公金支出データとしてシームレスに連携されること。

4. 外部連携要件
4.1 連携システムの概要
	
	連系内容
	連携システム名
	ベンダー
	データ項目
	連携形式
	連携頻度

	1
	報酬・給与・社会保険料の支払いデータを財務会計システムに取り込む。
	人事給与システム
	株式会社日立システムズ
	予算科目、支出金額、日付等

	CSV

	正職員、会任それぞれ月１回

	2
	人事異動情報を財務会計システムに取り込む。
	人事給与システム
	株式会社日立システムズ
	職員番号、職員名、役職、所属等
	CSV
	年１回

	3-1
	OCRデータ（振込・収納）を財務会計システムに取り込む。
【方法A】「OCRデータをそのまま取込する」
	－
	指定金融機関
	「新システムOCR収納データ仕様-1.4.xlsx」の項目をご確認ください。
	TXT
	毎日

	3-2
	OCRデータ（振込・収納）を財務会計システムに取り込む。
【方法B】「RKK標準準拠システムから出力される連携データ（財務会計システムへの納付書消込用の連携データ）を取込する。」
	基幹系システム
	株式会社RKK
	【方法B】の場合は、「RKK標準準拠システム財務用連携データ仕様.xlsx」の項目をご確認ください。
	CSV
	毎日

	4
	支出データを財務会計システムからデータを出力し、指定金融機関へ伝送
	-
	指定金融機関
	金額、口座情報
	TXT
	毎日

	※収納データの取り込みについては、3-1【A方法】もしくは3-2【B方法】のいずれかの仕様で対応いただきたい。


現財務会計システムと他システムの連携状況は以下のとおり。次期システムについても同様の連携ができること。同様の連携が難しい場合は代替案を提案すること。

4.2 将来的な拡張性
次期システムは、以下の連携用インターフェース（API等）を具備していること。
· 電子請求システム
· 電子契約システム
· 電子入札システム

5. セキュリティ・技術要件
5.1 情報セキュリティの確保
· 通信の暗号化（SSL/TLS等）を施し、不正アクセスを防止すること。
· 特権ID（管理者権限）の使用については、本市の承認を必須とし、作業ログを全て記録すること。
· 二要素認証の導入等、LGWAN環境において安全に利用できる認証機構を備えること。
· データの定期的なバックアップを実施し、災害時のデータ復旧が可能であること。
· システム及びデータへのアクセスログを記録し、一定期間保存すること。
5.2 パッチ適用および運用保守
· OS、ミドルウェア、アプリケーションに脆弱性が発見された場合は、本市と協議の上、速やかに修正プログラムを適用すること。
· パッチ適用による既存機能への影響調査は受注者の責任において実施すること。
5.3 データセンター
受注者が使用するデータセンターは、以下の条件を満たすこと。　
· 24時間365日の監視体制を有すること。
· 入退室管理を厳格に実施し、許可された者のみがアクセス可能であること。
· 地震、火災、停電等の災害に対する十分な耐障害性を備え、事業継続計画（BCP）に基づく対応が可能であること。
· 非常用電源設備を備え、停電時でも一定期間の稼働が可能であること。
· 適切な温度及び湿度管理が行われ、機器の安定稼働を保証する環境を維持すること。
· ISO27001（情報セキュリティ管理）や、その他同等以上の国際的なセキュリティ基準を満たす認証を取得していること。

6. 業務実施上の義務（再委託・コンプライアンス）
6.1 再委託の制限
· 本業務の全部を一括して再委託することは禁止する。
· 業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託先の名称、業務範囲、必要性を記載した「再委託承認申請書」を提出し、本市の書面による承認を得ること。
6.2 権利の帰属と守秘義務
· 本業務を通じて作成された成果物（仕様書、設計書、プログラム等）の所有権は本市に帰属する。
· 受注者は、業務遂行上知り得た本市の情報を、契約期間中のみならず終了後も第三者に漏らしてはならない。

7. 契約終了時の取扱い
7.1 データ返却
· 契約終了時に、本市データを本市指定の形式（例: CSV、PDF等）で出力し、速やかに引き渡すこと。
· 返却対象には、マスタデータ、履歴データ、帳票データ、設定情報等を含むこと。
7.2 引継ぎ協力
· 次期受注者又は本市に対し、必要な引継ぎ支援を行うこと。
· 資料提供、質疑対応、データ説明等を含む。
7.3 データ消去
· 返却完了後、受注者環境に残る本市データを復元不能な方法で消去すること。
· 消去完了後、その実施内容及び実施日を記載した報告書を提出すること。
7.4 アカウント・接続廃止
· 利用者ID、管理者ID、接続設定等を適切に廃止すること。
7.5 費用の取り扱いについて
· 契約終了時のデータ返却、引継ぎ及び消去に係る費用の取扱いについては、提案書に明示すること。

8. 導入支援・データ移行
8.1 データ移行支援
現行システム（CSV等）からのデータ移行について、移行計画の策定、リハーサルの実施、データ精査の助言等、本市職員を技術的に支援すること。
8.2 操作研修
一般職員、管理部門、システム管理者向けにそれぞれ適切な研修を実施すること。
マニュアル提供に加え、職員が自習可能な「操作説明動画」等のコンテンツを提供すること。

9. 納品成果物
9.1 成果物一覧
受注者は、以下の成果物を指定の期日までに納入すること。
1. プロジェクト計画書
2. 基本設計書
3. 詳細設計書又は設定説明書
4. 連携仕様書
5. テスト計画書
6. テスト結果報告書
7. データ移行計画書
8. データ移行結果報告書
9. 操作マニュアル
10. 管理者マニュアル
11. 動画教材又は研修記録
12. 障害対応手順書
13. 運用保守体制図
14. 業務完了報告書

9.2 納品条件
1. 成果物は電子データで納品すること。
2. 本市が求める場合は、PDF及び編集可能形式（例：Word、Excel）の双方を提出すること。
3. 各成果物の提出時期をプロジェクト計画書に明示すること。
4. 成果物の内容に不備がある場合、受注者は速やかに修正すること。

10. 検収条件
以下の条件を満たした場合に検収対象とする。
1. 本仕様書に定める要件を満たしていること。
2. 必要なテストが完了していること。
3. 重大な不具合が解消されていること。
4. 成果物が提出されていること。
5. 本市による受入確認が完了していること。


